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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
開
発
途
上
地
域
の
法
人
等
に
対
す
る
有
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
、
そ
の
手
法
と
し
て
、
現
行
法
の
資
金
の
貸
付
け
及
び
出

資
に
加
え
、
債
務
の
保
証
及
び
債
券
の
取
得
を
追
加
す
る
。

二
、
開
発
途
上
地
域
の
法
人
等
に
対
す
る
有
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
、
現
行
法
の
開
発
事
業
に
係
る
業
務
に
加
え
、
開
発
途
上

地
域
の
経
済
及
び
社
会
の
持
続
可
能
性
の
向
上
に
資
す
る
計
画
に
係
る
業
務
を
追
加
す
る
。

三
、
国
際
協
力
機
構
の
無
償
資
金
協
力
に
つ
い
て
、
そ
の
手
法
と
し
て
、
現
行
法
の
開
発
途
上
地
域
の
政
府
等
に
対
す
る
資
金

の
贈
与
に
加
え
、
国
際
協
力
機
構
に
よ
る
財
産
の
贈
与
及
び
開
発
途
上
地
域
の
政
府
等
に
代
わ
っ
て
の
債
務
の
弁
済
を
追
加

す
る
。

四
、
国
際
協
力
機
構
の
委
託
に
よ
り
行
う
開
発
途
上
地
域
に
対
す
る
技
術
協
力
に
つ
い
て
、
そ
の
委
託
先
を
、
現
行
法
に
列
挙

さ
れ
て
い
る
主
体
に
加
え
、
国
際
協
力
に
係
る
知
見
、
技
術
そ
の
他
の
能
力
を
勘
案
し
て
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
、
独
立

行
政
法
人
及
び
学
校
等
に
も
拡
大
す
る
。



二

五
、
有
償
資
金
協
力
業
務
の
財
源
に
充
て
る
長
期
借
入
金
に
つ
い
て
、
現
行
法
の
政
府
か
ら
の
借
入
れ
に
加
え
、
主
務
大
臣
が

指
定
す
る
者
か
ら
の
借
入
れ
を
可
能
と
す
る
。

六
、
無
償
資
金
協
力
の
た
め
に
国
際
協
力
機
構
が
管
理
し
て
い
る
資
金
で
あ
っ
て
外
務
大
臣
が
中
断
し
た
と
認
め
る
計
画
に
係

る
も
の
の
う
ち
、
中
断
し
た
と
認
め
る
時
点
で
当
該
計
画
に
必
要
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
資
金
以
外
の
資
金
に
つ
い

て
、
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
ま
た
、
外
務
大
臣
の
承
認
に
よ
り
翌
事
業
年
度
ま
で
の
贈
与
等
に
充

て
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。


